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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律概要

＜バーゼル条約＞
・特定有害廃棄物等の国内処理の原則

・特定有害廃棄物等を輸出する際の輸入国・通過国への事前通告、同意取得の義務付け

・非締約国との有害廃棄物等の輸出入の禁止

・不法取引が行われた場合等の輸出者による再輸入義務等

・移動書類の携帯等

［国内法の整備］

＜特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律＞

条約附属書に掲げる有害特性を有する廃棄物等若しくは家庭系の廃棄

物又はこれらに類する有害廃棄物等（廃棄物だけでなく再生資源とし定 義

て利用される各種金属スクラップ等有価物を含むもの。）として条約「特定有害廃棄物等」

の規定に基づき締約国が指定したもの。

環境大臣及び経済産業大臣は、必要な基本的事項を定め、公表するも基本的事項の公表

のとする。

（輸出の承認） （輸入の承認）
① 特定有害廃棄物等を輸出しようとする者 ① 特定有害廃棄物等を輸入しようとする者

は、外為法に基づく輸出の承認を受ける。 は、外為法に基づく輸入の承認を受ける。

② 環境大臣は、経済産業大臣から環境汚染 ② 環境大臣は、必要がある場合には、経済

を防止するため特に必要があるものについ 産業大臣に対し意見を述べることができ

て、その申請の写しの送付を受け、環境保 る。

全上支障がない旨の確認を行い、経済産業

大臣に通知する。

③ 経済産業大臣は、環境大臣の通知を受け

た後でなければ①の承認をしてはならない

ものとする。

（移動書類）
特定有害廃棄物等を輸出入する場合において、移動書類を携帯して運搬することを義務

付けるとともに、輸入された特定有害廃棄物等の処分が完了した場合等において、その旨

を輸入の相手方、輸出国に通知するものとする。

（措置命令）
① 環境大臣及び経済産業大臣は、必要があると認めるときは、特定有害廃棄物等を輸出した者等

に対し、当該特定有害廃棄物等の回収、処分他の必要な措置をとるべきことを命ずることができ

る。

② 環境大臣及び経済産業大臣は、必要があると認めるときは、特定有害廃棄物等を輸入した者等

に対し、当該特定有害廃棄物等を適正に処分することその他の必要な措置をとるべきことを命ず

ることができる。


